
 北海道農業協同組合中央会（JA 北海道中央会）旭川支所 

（稚内連絡事務所）の人材確保に向けた取組 

 

令和３年 12 月 21 日 

 

１ 宗谷酪農ＰＲ動画 

本会が事務局を担当している宗谷地区酪農ヘルパー利用組合連絡協議会において、「新・

農業人フェア」等、新規就農や農業への就職を検討する方が集まるイベントでの活用を想定し、

本年度ＰＲ動画を作成しました。 

宗谷管内のヘルパーからの新規就農者や若いヘルパーに酪農の魅力等についてお話いただ

いております。 

 

２ マイナビ農業への記事広告の掲載 

宗谷地区酪農ヘルパー利用組合連絡協議会において、宗谷酪農に興味を持ってもらう人へ

の窓口として、“マイナビ農業”ホームページへの広告記事を今年度作成しました。（別添１参照） 

 

“マイナビ農業”とは、株式会社マイナビが開設する農業に関わる情報を多彩な切り口

で発信する農業総合情報メディア。  

新規就農に当たってためになる記事のほか、インターン・農業体験や農業スキルの向

上につながる情報、農家のライフスタイルの紹介、さらには全国の農業情報をエリア別

に掲載するなど、幅広い情報が掲載。 

 

３ 宗谷地区酪農体験ツアーの実施 

宗谷地区独自の取組として、宗谷地区酪農ヘルパー利用組合連絡協議会主催で道内外の

動物系大学・専門学生を対象に令和元年度に初めて企画しましたが、新型コロナウィルスの感

染拡大により中止となりました。 

その後、実施できていませんが、現状のままコロナの感染者数が落ち着いていれば、次年度

は実施する予定です。 

 

４ 宗谷地区スマート農業推進協議会の立ち上げ 

人手不足対策においてはスマート農業の普及が有効であると思われます。 

宗谷地区におけるスマート農業の普及等を目的にこの協議会を立ち上げました。（別添２参照） 

本会が事務局を担当しております。立ち上がったばかりで活動内容はまだ手探りの状況ですが、

今年度内に Web セミナーの開催を計画しております。 
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宗谷地区スマート農業推進協議会 規約 
 

(目  的） 
第１条   この協議会は、宗谷管内における酪農生産振興のため、農業協同組合並び

に関係機関・団体が連携し、酪農現場におけるスマート農業の普及推進を図
ることを目的とする。  

 
(名称及び事務局） 
第２条   この協議会は、宗谷地区スマート農業推進協議会と称し、事務局を北海道

農業協同組合中央会旭川支所稚内連絡事務所におく。 
 
(事  業) 
第３条   この協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．スマート農業に関わる情報共有のための勉強会・現地視察 
２．生産者へ情報提供するためのセミナーの企画および開催 
３．宗谷管内における実証試験の検討 
４．その他、目的の達成に必要な事業 

 
(組  織） 
第４条   この協議会は、次の関係機関・団体をもって構成する。 

  １．宗谷管内農業協同組合 
  ２．宗谷総合振興局 

３．宗谷農業改良普及センター 
４．ホクレン農業協同組合連合会稚内支所 
５．北海道農業協同組合中央会旭川支所稚内連絡事務所（事務局） 

【オブザーバー】 
独立行政法人北海道立総合研究機構酪農試験場天北支場 
北海道農政部生産振興局技術普及課酪農試験場天北支場駐在 

 
（役  員） 
第５条   この協議会に会長１名、副会長１名をおき、全体会議において選任する。

会長および副会長は宗谷地区農協生産事業専門委員会および宗谷管内系統購
買事業推進協議会の代表者より選任する。任期は１年とし、再選を妨げな
い。なお、欠員補充の場合、任期は前任者の残任期間とする。 

 
(会  議） 
第６条   会議は全体会議とする。全体会議は会長が必要と認めたときに招集し、事

業運営について協議する。次の事項は全体会議の議を経なければならない。 
      １．役員の選任に関する事項 
      ２．協議会の規約の改廃に関する事項 
      ３．その他会長が必要と認める事項 
 
第７条   会議は構成員の半数以上の出席をもって成立し、議事は過半数をもって決

定する。 
 
(事業年度） 
第８条   この協議会の事業年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 
 
第９条   この規約に定めなき事項は、全体会議に諮り会長が決定する。 
 

（附  則） 
 

１．この規約は令和３年４月２８日から施行する。 
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